
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

���

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

����

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

����

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

����

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

���

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

論壇
は
じ
め
に

本
稿
は
、
企
業
の
技
術
革
新

を
側
面
か
ら
支
援
す
る
研
究
開

発
税
制
に
つ
い
て
、
そ
の
沿

革
、
現
状
、
効
果
を
概
観
し
た

上
で
、
こ
れ
ま
で
の
発
想
を
転

換
し
た
新
た
な
制
度
の
導
入
を

提
言
す
る
も
の
で
あ
る
。

1

わ
が
国
に
お
け
る
研
究
開
発
税
制
の

概
要

⑴
沿
革

わ
が
国
の
研
究
開
発
税
制

は
、
租
税
特
別
措
置
法
42
条
の

4
に
規
定
さ
れ
て
い
る
。
本
税

制
の
歴
史
は
古
く
、
昭
和
42
年

度
税
制
改
正
に
お
い
て
、
前
年

よ
り
も
試
験
研
究
費
が
増
加
し

た
場
合
に
税
額
控
除
を
認
め
る

制
度
が
導
入
さ
れ
た
。

そ
の
後
、
平
成
15
年
度
税
制

改
正
に
お
い
て
、
総
額
方
式
と

呼
ば
れ
る
現
行
制
度
の
原
型
が

導
入
さ
れ
た
。
平
成
14
年
11
月

政
府
税
制
調
査
会
答
申
の
7
頁

に
は
、
次
の
よ
う
に
記
載
さ
れ

て
い
る
。

「
厳
し
い
経
済
状
況
の
下
、

（
中
略
）
研
究
開
発
支
出
の

『
総
額
』
の
一
定
割
合
を
税
額

控
除
す
る
制
度
を
導
入
す
る
。

そ
の
際
、
研
究
開
発
支
出
を
増

加
さ
せ
る
た
め
の
イ
ン
セ
ン
テ

ィ
ブ
を
高
め
る
観
点
か
ら
、
基

本
的
に
売
上
高
に
占
め
る
研
究

開
発
費
支
出
の
比
率
が
高
い
ほ

ど
、
税
額
控
除
率
を
高
く
設
定

す
る
。
ま
た
、
研
究
開
発
は
21

世
紀
の
わ
が
国
の
産
業
・
技
術

の
創
出
に
つ
な
が
る
こ
と
か

ら
、
制
度
の
基
幹
的
部
分
は
期

限
を
区
切
ら
な
い
措
置
と
す

る
。」その

後
、
い
わ
ゆ
る
「
三
本

の
矢
」
を
用
い
て
デ
フ
レ
脱
却

を
目
指
し
、
平
成
25
年
度
税
制

改
正
に
お
い
て
、
最
高
で
法
人

税
額
の
40
％
を
控
除
で
き
る
制

度
を
導
入
し
た
。
こ
れ
に
つ
い

て
、
財
務
省
『
平
成
25
年
度
税

制
改
正
の
解
説
』
4
0
3
―
4

0
4
頁
は
、「『
民
間
投
資
の
喚

起
の
た
め
、
企
業
の
設
備
投
資

や
研
究
開
発
・
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ

ン
創
出
へ
の
取
組
等
を
促
進
す

る
（
中
略
）』
こ
と
が
掲
げ
ら

れ
て
お
り
、
こ
の
う
ち
『
研
究

開
発
、
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
推

進
』
の
観
点
か
ら
、
イ
ノ
ベ
ー

シ
ョ
ン
基
盤
の
強
化
に
向
け
た

『
企
業
の
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
を

促
進
す
る
た
め
の
研
究
開
発
税

制
の
拡
充
』
を
行
う
こ
と
と
さ

れ
た
こ
と
を
受
け
」
た
改
正
と

説
明
し
て
い
る
。

⑵
平
成
27
年
度
税
制
改
正
と
減

税
の
効
果

平
成
26
年
6
月
税
制
調
査
会

報
告
書
に
、「
税
額
控
除
が
結

果
的
に
補
助
金
と
同
じ
効
果
を

持
つ
こ
と
を
踏
ま
え
、
税
率
引

下
げ
に
対
応
し
て
大
胆
に
縮

減
」
す
べ
き
こ
と
を
受
け
て
、

税
額
控
除
限
度
を
30
％
に
引
き

下
げ
た
。
こ
れ
は
、
法
人
税
率

の
引
下
げ
に
合
わ
せ
て
、
控
除

限
度
割
合
も
減
少
さ
せ
る
こ
と

で
あ
る
。

財
務
省
は
、『
租
税
特
別
措

置
の
適
用
実
態
調
査
の
結
果
に

関
す
る
報
告
書
』
を
国
会
に
提

出
し
て
い
る
が
、
そ
れ
に
よ
る

と
、
研
究
開
発
税
制
に
よ
る
税

額
控
除
額
は
、
平
成
26
年
度
分

が
6
7
4
6
億
円
、
平
成
25
年

分
が
6
2
4
0
億
円
、
24
年
分

が
3
9
5
2
億
円
、
23
年
分
が

3
3
9
5
億
円
な
ど
と
な
っ
て

い
る
。
25
年
分
と
26
年
分
が
急

増
し
た
の
は
、
25
年
度
税
制
改

正
を
受
け
た
も
の
と
考
え
ら
れ

る
。
法
人
税
収
が
10
兆
円
強
で

あ
る
こ
と
を
考
慮
す
れ
ば
、
か

な
り
の
減
税
額
で
あ
る
。

⑶
研
究
開
発
税
制
の
理
念
の
不

統
一

平
成
15
年
度
税
制
改
正
当

時
、
研
究
開
発
は
21
世
紀
の
わ

が
国
の
産
業
・
技
術
の
創
出
に

つ
な
が
る
と
し
て
い
た
。
こ
れ

に
対
し
て
、
平
成
25
年
度
税
制

改
正
に
お
い
て
は
、
民
間
投
資

の
喚
起
の
観
点
か
ら
企
業
の
イ

ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
を
促
進
す
る
た

め
研
究
開
発
税
制
を
強
化
し

た
。
一
方
で
、
平
成
26
年
6
月

の
税
制
調
査
会
報
告
書
で
は
、

研
究
開
発
税
制
が
結
果
的
に
補

助
金
と
同
じ
効
果
を
持
つ
と
指

摘
し
て
い
る
。

以
上
の
点
か
ら
は
、
研
究
開

発
税
制
に
お
け
る
理
念
が
統
一

さ
れ
て
お
ら
ず
、
そ
の
時
々
の

経
済
政
策
の
都
合
に
よ
り
二
転

三
転
し
て
い
る
と
指
摘
す
る
こ

と
も
で
き
る
。
政
策
税
制
と
は

言
え
、
あ
る
程
度
の
統
一
し
た

理
念
が
必
要
で
あ
る
と
考
え

る
。

⑷
現
行
の
研
究
開
発
税
制
の
効

果
へ
の
疑
問

わ
が
国
に
お
い
て
研
究
開
発

の
重
要
性
は
共
通
の
理
解
と
な

っ
て
い
る
反
面
、
本
税
制
に
つ

い
て
は
政
策
税
制
の
面
が
強
調

さ
れ
す
ぎ
、
ま
た
、
理
念
が
統

一
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
か

ら
、
そ
の
効
果
も
限
定
的
と
推

測
で
き
る
。

わ
が
国
の
研
究
開
発
税
制

は
、
法
人
税
に
つ
い
て
毎
年
数

千
億
円
の
減
収
を
も
た
ら
し
て

き
た
が
、
こ
れ
に
対
応
し
て
、

わ
が
国
企
業
が
何
ら
か
の
研
究

成
果
を
得
る
こ
と
が
で
き
た
の

で
あ
ろ
う
か
。

筆
者
が
、
わ
が
国
売
上
高
上

位
20
社
の
直
近
の
有
価
証
券
報

告
書
を
見
た
と
こ
ろ
、
単
体
貸

借
対
照
表
に
無
形
固
定
資
産
が

（
全
く
計
上
さ
れ
て
い
な
い
会

社
を
含
め
）
総
資
産
の
1
％
を

超
え
た
の
は
わ
ず
か
1
社
だ
け

で
あ
っ
た
。
平
成
15
年
度
以

降
、
研
究
開
発
費
支
出
を
高
め

る
と
い
う
政
府
の
狙
い
に
つ
い

て
、
研
究
成
果
と
し
て
の
無
形

固
定
資
産
の
計
上
と
い
う
限
ら

れ
た
視
点
で
は
あ
る
が
、
所
期

の
目
的
は
達
成
さ
れ
な
か
っ
た

と
言
え
る
の
で
は
な
い
か
。

こ
れ
に
対
し
て
、
米
国
で
は

グ
ー
グ
ル
、
マ
イ
ク
ロ
ソ
フ

ト
、
ア
ド
ビ
及
び
ス
タ
ー
バ
ッ

ク
ス
な
ど
は
、
連
結
貸
借
対
照

表
に
お
い
て
総
資
産
の
1
割
を

超
え
る
無
形
固
定
資
産
を
計
上

し
て
い
た
。
こ
の
ほ
か
、
ア
ッ

プ
ル
は
3
％
強
で
あ
っ
た
。
米

国
の
有
価
証
券
報
告
書
に
は
単

体
財
務
諸
表
は
含
ま
れ
て
い
な

い
ほ
か
、
米
国
外
に
所
在
す
る

関
係
会
社
に
も
知
的
財
産
権
を

所
有
さ
せ
て
い
る
の
は
有
名
な

こ
と
な
の
で
、
連
結
ベ
ー
ス
で

見
て
も
特
段
の
問
題
は
な
い
と

考
え
ら
れ
る
。

も
ち
ろ
ん
、
無
形
固
定
資
産

の
計
上
を
単
純
に
比
較
す
る
だ

け
で
は
不
十
分
か
も
し
れ
な

い
。
し
か
し
、
わ
が
国
に
は
米

国
会
計
基
準
を
採
用
し
て
い
る

企
業
も
一
定
割
合
あ
る
こ
と
を

考
え
れ
ば
、
日
米
大
企
業
の
間

に
お
け
る
無
形
固
定
資
産
の
計

上
割
合
の
差
異
は
憂
慮
す
べ
き

こ
と
で
あ
ろ
う
。

も
と
も
と
、
わ
が
国
の
制
度

は
、
よ
り
多
く
試
験
研
究
費
を

投
じ
る
こ
と
で
、
よ
り
多
く
の

税
額
控
除
が
受
け
ら
れ
る
制
度

で
あ
り
、
企
業
の
研
究
成
果
へ

の
関
心
が
低
か
っ
た
よ
う
に
も

思
わ
れ
る
。
そ
う
だ
と
す
れ

ば
、
研
究
開
発
税
制
の
効
果
が

不
十
分
で
あ
っ
た
こ
と
に
な

り
、
わ
が
国
と
し
て
研
究
開
発

税
制
に
関
す
る
発
想
を
転
換
す

べ
き
こ
と
に
な
る
。

2

英
国
に
お
け
る
パ
テ
ン
ト
ボ
ッ
ク
ス

税
制

⑴
概
要

こ
こ
で
、
少
し
視
点
を
変
え

て
英
国
の
パ
テ
ン
ト
ボ
ッ
ク
ス

（paten
t
box

）
税
制
を

概
観
し
て
み
る
。
2
0
1
2
年

（
平
成
24
年
）
に
導
入
さ
れ
た

パ
テ
ン
ト
ボ
ッ
ク
ス
税
制
は
、

英
国
に
お
い
て
、
特
許
権
等
の

知
的
財
産
権
か
ら
生
じ
る
所
得

に
対
し
て
10
％
の
軽
減
税
率
を

課
す
租
税
優
遇
措
置
で
あ
り
、

研
究
開
発
税
制
の
一
形
態
で
あ

る
。
軽
減
税
率
の
対
象
と
な
る

の
は
、
特
許
権
、
ノ
ウ
ハ
ウ
、

営
業
秘
密
、
一
部
の
ソ
フ
ト
ウ

ェ
ア
の
著
作
権
な
ど
で
あ
る
。

こ
れ
は
、
英
国
政
府
が
、
英
国

に
お
け
る
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
の

促
進
及
び
英
国
の
税
制
の
競
争

力
向
上
を
目
指
し
た
も
の
と
説

明
さ
れ
て
い
る
。

英
国
の
パ
テ
ン
ト
ボ
ッ
ク
ス

税
制
で
は
、
対
象
と
な
る
知
的

財
産
権
が
英
国
で
開
発
さ
れ
な

く
と
も
軽
減
税
率
の
適
用
を
受

け
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
点

が
特
徴
的
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ

り
、
別
の
国
で
開
発
さ
れ
た
知

的
財
産
権
を
英
国
関
係
会
社
に

移
転
す
る
こ
と
で
、
そ
の
知
的

財
産
権
か
ら
生
じ
た
所
得
は
軽

減
税
率
の
対
象
と
な
っ
て
し
ま

う
。

⑵
英
国
パ
テ
ン
ト
ボ
ッ
ク
ス
税

制
へ
の
批
判

そ
も
そ
も
、
パ
テ
ン
ト
ボ
ッ

ク
ス
税
制
は
、
2
0
0
0
年
の

ア
イ
ル
ラ
ン
ド
、
そ
し
て
2
0

0
1
年
の
フ
ラ
ン
ス
に
よ
り
、

知
的
財
産
権
か
ら
生
じ
る
所
得

に
軽
減
税
率
を
適
用
す
る
こ
と

で
導
入
さ
れ
た
。
そ
の
後
、
ベ

ル
ギ
ー
、
オ
ラ
ン
ダ
、
ス
ペ
イ

ン
な
ど
い
く
つ
か
の
国
で
も
導

入
さ
れ
て
き
た
。
た
だ
し
、
各

国
に
よ
り
制
度
が
異
な
っ
て
い

る
こ
と
、
問
題
に
な
る
ほ
ど
の

軽
減
税
率
で
は
な
か
っ
た
こ

と
、
な
ど
に
よ
り
、
英
国
の
制

度
が
導
入
さ
れ
る
ま
で
は
あ
ま

り
大
き
く
取
り
上
げ
ら
れ
る
こ

と
は
な
か
っ
た
。

英
国
の
パ
テ
ン
ト
ボ
ッ
ク
ス

税
制
は
、
健
全
な
国
際
競
争
の

観
点
か
ら
有
害
な
税
制
と
言
わ

れ
る
な
ど
、
米
国
等
か
ら
の
厳

し
い
批
判
に
さ
ら
さ
れ
た
。
そ

し
て
、
Ｇ
20
と
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
租
税

委
員
会
が
2
0
1
5
年
10
月
5

日
に
公
表
し
た
Ｂ
Ｅ
Ｐ
Ｓ
最
終

報
告
書
に
お
い
て
、
名
指
し
こ

そ
さ
れ
な
か
っ
た
も
の
の
英
国

型
パ
テ
ン
ト
ボ
ッ
ク
ス
税
制
は

有
害
な
税
制
と
さ
れ
、
自
国
で

開
発
し
た
知
的
財
産
権
に
の
み

軽
減
税
率
を
適
用
す
べ
き
と
さ

れ
た
。

3

研
究
成
果
を
重
視
す
る
政
策
税
制
の

導
入
の
提
言

税
制
調
査
会
が
述
べ
る
よ
う

に
、
現
行
の
研
究
開
発
税
制
に

は
補
助
金
と
同
じ
効
果
が
あ
る

一
方
、
研
究
開
発
は
わ
が
国
の

産
業
・
技
術
の
創
出
に
つ
な
が

る
可
能
性
が
あ
る
。
こ
の
こ
と

か
ら
す
れ
ば
、
国
際
競
争
力
を

側
面
か
ら
支
援
す
る
制
度
の
一

つ
と
し
て
、
わ
が
国
と
し
て
も

何
ら
か
の
研
究
開
発
税
制
を
有

す
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

具
体
的
に
は
、
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
が

認
め
る
範
囲
内
で
研
究
成
果
か

ら
生
じ
る
所
得
に
軽
減
税
率
を

適
用
す
る
こ
と
が
考
え
ら
れ

る
。
そ
の
際
、
重
要
な
こ
と

は
、
売
上
高
の
内
、
研
究
成
果

に
基
づ
く
収
益
を
区
分
し
認
識

す
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
、

研
究
成
果
の
範
囲
を
知
的
財
産

権
の
み
に
限
定
す
る
の
で
は
な

く
、
ブ
ラ
ン
ド
価
値
や
販
売
ノ

ウ
ハ
ウ
な
ど
の
新
し
い
分
野
を

含
む
こ
と
を
考
え
る
べ
き
で
あ

る
。今

後
、
さ
ら
な
る
ネ
ッ
ト
社

会
の
進
展
や
人
工
知
能
の
応
用

を
考
え
れ
ば
、
知
的
財
産
権
の

重
要
性
は
明
ら
か
で
あ
る
も
の

の
、
国
際
競
争
の
観
点
か
ら
は

企
業
の
ブ
ラ
ン
ド
価
値
や
販
売

力
を
高
め
て
い
く
必
要
が
あ
る

だ
ろ
う
。
そ
の
意
味
で
、（
名

称
は
と
も
か
く
）
新
た
な
研
究

開
発
税
制
が
企
業
の
研
究
開
発

を
側
面
か
ら
支
援
で
き
る
と
考

え
ら
れ
る
。

た
だ
し
、
こ
れ
ま
で
の
研
究

開
発
税
制
に
つ
い
て
は
、
研
究

開
発
費
や
知
的
財
産
権
の
議
論

が
中
心
で
あ
り
、
ブ
ラ
ン
ド
価

値
や
販
売
力
を
ど
の
程
度
含
め

る
か
に
つ
い
て
の
合
意
形
成
に

は
時
間
を
要
す
る
か
も
し
れ
な

い
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
新

た
な
税
制
を
導
入
す
る
こ
と

で
、
中
小
企
業
を
含
め
て
真
に

競
争
力
の
あ
る
企
業
を
増
加
さ

せ
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な

い
か
。

Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
租
税
委
員
会
に
お

け
る
議
論
の
中
心
は
、
国
際
間

に
お
け
る
課
税
権
の
適
正
な
配

分
に
あ
る
が
、
近
年
、
知
的
財

産
権
か
ら
生
じ
る
所
得
を
ど
の

国
に
ど
の
よ
う
に
帰
属
さ
せ
る

か
が
最
大
の
焦
点
と
な
っ
て
い

る
。
そ
の
上
で
、
知
的
財
産
権

に
よ
る
収
益
は
、
そ
れ
が
生
じ

た
国
で
計
上
す
べ
き
と
の
結
論

を
得
て
い
る
。

お
わ
り
に

研
究
成
果
に
対
す
る
軽
減
税

率
に
つ
い
て
は
、
既
に
い
く
つ

か
の
欧
州
諸
国
で
導
入
さ
れ
て

い
る
こ
と
も
あ
る
が
、
今
後
の

企
業
の
競
争
力
強
化
を
見
据
え

る
と
、
知
的
財
産
権
以
外
の
研

究
成
果
か
ら
生
じ
る
収
益
を
企

業
側
が
認
識
す
る
こ
と
は
重
要

な
意
義
を
有
す
る
。
自
社
の
売

上
高
に
占
め
る
知
的
財
産
権
だ

け
で
な
く
、
ブ
ラ
ン
ド
価
値
や

販
売
力
に
よ
る
収
益
の
割
合
が

高
ま
れ
ば
、
国
際
競
争
力
が
あ

る
こ
と
を
示
す
こ
と
に
な
る
。

今
後
、
研
究
成
果
を
重
視

し
、
か
つ
国
際
的
な
議
論
に
即

し
た
新
た
な
研
究
開
発
税
制
を

導
入
す
る
こ
と
で
、
わ
が
国
企

業
の
国
際
競
争
力
の
強
化
に
資

す
る
と
考
え
る
。

（
注
）
英
国
及
び
欧
州
の
パ
テ

ン
ト
ボ
ッ
ク
ス
税
制
に
つ
い
て

は
、
特
許
庁
委
託
事
業
『
欧
州

の
パ
テ
ン
ト
ボ
ッ
ク
ス
税
制
』

Ｐ
ｗ
Ｃ

Ｌ
Ｌ
Ｐ
著
を
参
照
し

た
。

新
た
な
研
究
開
発
税
制
導
入
の
提
言

望月文夫
【神田】
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